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（
国
土
交
通
委
員
会
）

運
輸
の
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
鉄
道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
一
号

（
衆
議
院

）

送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
最
近
の
運
輸
分
野
に
お
け
る
事
故
等
の
発
生
状
況
に
か
ん
が
み
、
運
輸
の
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
所

要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
運
輸
事
業
者
に
お
け
る
輸
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
取
組
の
強
化
策

１

鉄
道
事
業
法
、
軌
道
法
、
道
路
運
送
法
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
、
海
上
運
送
法
、
内
航
海
運
業
法
及
び
航
空
法
の

一
部
改
正

①

輸
送
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
目
的
及
び
責
務
に
係
る
規
定
を
追
加
す
る
。

②

安
全
管
理
規
程
の
作
成
及
び
届
出
を
義
務
付
け
る
。

③

安
全
統
括
管
理
者
の
選
任
及
び
届
出
を
義
務
付
け
る
。

④

安
全
に
関
す
る
情
報
の
公
表
を
義
務
付
け
る
。

⑤

安
全
管
理
規
程
に
係
る
報
告
徴
収
・
立
入
検
査
の
実
施
に
係
る
基
本
的
な
方
針
を
策
定
す
る
。
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２

鉄
道
営
業
法
の
一
部
改
正

運
転
士
の
資
格
要
件
等
の
規
定
を
公
共
団
体
の
鉄
道
に
も
適
用
す
る
。

二
、
踏
切
道
の
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
対
策

１

踏
切
道
改
良
促
進
法
の
一
部
改
正

①

改
良
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
踏
切
道
の
指
定
を
行
う
期
間
を
平
成
十
八
年
度
以
降
の
五
箇
年
間
に
延
長
す
る
。

②

踏
切
道
の
改
良
の
方
法
に
横
断
歩
道
橋
等
の
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
の
整
備
を
追
加
す
る
。

③

鉄
道
事
業
者
等
に
対
す
る
勧
告
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
正
当
な
理
由
が
な
く
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
し
な

い
場
合
に
は
鉄
道
事
業
法
に
よ
る
事
業
改
善
命
令
又
は
道
路
法
に
よ
る
指
示
等
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

④

一
定
の
立
体
交
差
化
工
事
に
つ
い
て
、
国
が
必
要
な
資
金
の
一
部
を
都
道
府
県
等
に
対
し
、
無
利
子
で
貸
し
付
け

る
制
度
を
創
設
す
る
。

三
、
運
輸
の
安
全
に
関
す
る
国
の
組
織
体
制
の
強
化
策

１

国
土
交
通
省
設
置
法
の
一
部
改
正

一
、
１
⑤
に
対
応
し
て
、
運
輸
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
追
加
等
を
行
う
。
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２

海
難
審
判
法
の
一
部
改
正

高
等
海
難
審
判
庁
は
、
審
判
開
始
の
申
立
て
に
至
ら
な
か
っ
た
海
難
の
調
査
結
果
等
を
踏
ま
え
、
国
土
交
通
大
臣
又
は

、

。

関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し

海
難
の
発
生
の
防
止
の
た
め
講
ず
べ
き
施
策
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

３

航
空
・
鉄
道
事
故
調
査
委
員
会
設
置
法
の
一
部
改
正

航
空
・
鉄
道
事
故
調
査
委
員
会
に
お
い
て
、
事
故
に
伴
う
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
の
原
因
に
関
す
る
調
査
・
勧
告
・
建

議
が
行
え
る
ほ
か
、
そ
の
事
業
者
に
対
す
る
検
査
権
限
を
強
化
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。


